
愛知県立衣台高等学校 規則の改正の流れ 
 
 

１ 

 毎年５ 月まで※ 

生徒会執行委員会は、生徒心得の変更（追加・改正・廃止）について、生徒等からの意

見をとりまとめ、生徒議会に発議する。 

 

 

２ 

 ６～７ 月※ 

生徒心得の変更について生徒議会の審議を経て、承認を得る。 

生徒議会は校長に対し、ルールの変更を求める。 

 

 

３ 

 ７～９ 月※ 

校長は、２の規定に基づく求めがあったとき、または、生徒心得の変更が必要と判断し

たときは、生徒や保護者、教員、地域の方々等から意見を聴取する。 

 

 

４ 
 ９～10 月※ 

学校関係者評価委員会で生徒心得の変更について議論する。 

 

 

５ 

 11～12 月※ 

生徒や保護者、教員、地域の方々等からの意見、学校関係者評価委員会での議論、本校

のスクールポリシーを踏まえ、生徒心得の変更について決定する。 

 

 


